
                                              

                           

第
三
節 

軍
政
府 

一 

軍
政
府
設
立
の
経
過 

 

一
九
四
六
（
昭
和
二
十
一
）
年
三
月
十
三
日
午
後
二
時
、
合
衆 

国
軍
政
官
ポ
ー
ル
・
エ
フ
・
ラ
イ
リ
ー
海
軍
少
佐
は
、
副
官
ク 

ラ
ー
ク
中
尉
以
下
十
九
名
を
随
え
て
上
陸
し
た
。 

 

翌
三
月
十
四
日
は
早
朝
か
ら
登
庁
、支
庁
長
室
を
開
放
し
て「
臨 

時
北
部
南
西
諸
島
米
国
海
軍
々
政
本
部
」
の
開
庁
を
宣
言
、
特
別 

布
告
、
命
令
を
公
布
し
た
。
こ
う
し
て
奄
美
群
島
に
お
け
る
米
国 

軍
政
の
幕
が
あ
い
た
。
支
庁
の
門
柱
に
臨
時
北
部
南
西
諸
島
米
国 

軍
政
本
部
を
標
示
す
る
横
文
字
の
看
板
が
立
ち
、
構
内
の
国
旗
掲 

揚
台
に
星
条
旗
が
飜
っ
た
。 

 
 

米
国
海
軍
軍
政
府
特
別
布
告
第
二
号 

 

南
西
諸
島
及
ビ
其
ノ
近
海
ノ
居
住
民
ニ
告
グ 

 

米
国
太
平
洋
艦
隊
司
令
官
ニ
依
リ
発
セ
ラ
レ
タ
ル
命
令
ニ
従 
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イ
、 

本
官
米
国
海
軍
少
将
ジ
ョ
ン
、
デ
ィ
ル
、
プ
ラ
イ
ス
、
ハ
沖
縄 

軍
略
基
地
ノ
司
令
官
タ
ル
ノ
特
権
ヲ
以
テ
軍
政
府
長
官
ノ
任
務
ヲ 

執
行
ス
、
而
シ
テ
夫
ニ
ヨ
リ
軍
政
府
ニ
関
ス
ル
総
テ
ノ
問
題
ニ
対 

シ
、
本
官
ハ
米
軍
太
平
洋
艦
隊
司
令
長
官
代
理
官
ト
ナ
ル
、
米
国 

海
兵
隊
大
佐
チ
ャ
ー
ル
ズ
、
ア
イ
ラ
、
ム
レ
、
ハ
茲
ニ
軍
政
副
官 

ト
シ
テ
指
名
ヲ
セ
ラ
レ
タ
リ
、
軍
政
府
ニ
依
ッ
テ
先
ニ
発
セ
ラ
レ 

タ
ル
布
告
、
命
令
、
法
令
等
ノ
総
テ
ノ
条
項
ハ
其
全
効
力
ヲ
継
続 

ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。 

 

此
布
告
ハ
一
九
四
六
年
九
月
二
十
五
日
ヨ
リ
有
効
ト
ス
。 

 

米
国
海
軍
沖
縄
基
地
司
令
官
兼
軍
政
府
長
官
、米
国
海
軍
少
将
、 

ジ
ョ
ン
、
デ
イ
ル
、
プ
ラ
イ
ス
。 

 
 

米
国
海
軍
軍
政
府
布
告
第
一
・
Ａ
号 

 

南
西
諸
島
及
其
ノ
近
海
居
住
民
ニ
告
グ 

 

日
本
帝
国
ニ
対
シ
戦
争
遂
行
上
、
米
国
軍
ハ
南
西
諸
島
及
ビ
其 

ノ
近
海
ヲ
占
領
ス
ル
必
要
ヲ
生
ゼ
リ
、
且
ツ
治
安
維
持
及
ビ
米
国 

占
領
軍
並
ニ
島
民
両
方
ノ
安
寧
福
祉
確
保
上
南
西
諸
島
及
ビ
其
ノ 

近
海
ニ
軍
政
府
ノ
設
立
ヲ
必
要
ト
ス
、
故
ニ
本
官
ハ
南
西
諸
島
及 

ビ
其
ノ
近
海
ノ
軍
政
長
官
、
米
国
海
軍
少
将
、
ジ
ョ
ン
・
デ
イ
ル
・ 

プ
ラ
イ
ス
、
ハ
茲
ニ
左
ノ
如
ク
布
告
ス
ル
事
ト
ナ
レ
リ 

 

第
一
条 

北
緯
三
十
度
ノ
南
ニ
ア
ル
南
西
諸
島
及
ビ
其
ノ
近
海 

      

ニ
対
シ
戦
時
必
要
以
上
ノ
干
渉
ヲ
加
ヘ
ザ
ル
コ
ト
ト
ス
。 

 

第
七
条 

爾
今
、
布
告
、
規
則
並
ニ
命
令
ハ
本
官
又
ハ
本
官
ヲ 

代
理
ス
ル
官
憲
ニ
依
リ
逐
次
発
表
サ
レ
、
之
ニ
依
リ
居
住
民
ニ
対 

ス
ル
我
要
求
又
ハ
禁
止
事
項
ヲ
明
記
シ
、
各
警
察
署
並
ニ
部
落
ニ 

掲
示
サ
ル
可
シ
。 

 

第
八
条 

此
ノ
布
告
ハ
以
前
ニ
発
表
セ
ラ
レ
タ
ル
事
ヲ
有
ス
ル 

故
ニ
沖
縄
島
ヲ
除
イ
テ
本
布
告
ハ
北
緯
三
十
度
ノ
南
ニ
ア
ル
総
テ 

ノ
南
西
諸
島
ニ
適
用
ス
。 

 

第
九
条 

本
官
又
ハ
本
官
ヲ
代
理
ス
ル
官
庁
ニ
依
リ
発
布
サ
レ 

タ
ル
本
布
告
、
他
ノ
布
告
並
ニ
命
令
又
ハ
法
規
等
ニ
於
テ
、
英
文 

ト
其
ノ
他
ノ
訳
文
ノ
間
ニ
矛
盾
又
ハ
不
明
ノ
点
生
シ
タ
ル
場
合
ハ 

英
文
ヲ
以
テ
本
体
ト
ス
。 

 
 
 

一
九
四
五
年
（
昭
和
二
十
年
）
十
一
月
二
十
六
日 

南
西
諸
島
軍
政
長
官
、 

 
 
 
 
 
 

米
国
海
軍
少
将
、
ジ
ョ
ン
・
デ
ィ
ル
・
プ
ラ
イ
ス 

 
 
 
 
 

公 

文 

南
西
諸
島
軍
政
副
長
官
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

米
国
海
兵
隊
大
佐
シ
・
ア
イ
・
ム
レ 

 
 

米
国
海
軍
軍
政
府
北
部
南
西
諸
島
命
令
第
一
号 

 

北
部
南
西
諸
島
ノ
居
住
民
ニ
告
グ 

 

南
西
諸
島
ノ
米
国
海
軍
軍
政
府
ハ
北
緯
三
十
度
以
南
ニ
ア
ル
南 

並
ニ
其
ノ
居
住
民
ニ
関
ス
ル
総
テ
ノ
政
治
及
管
轄
権
並
ニ
最
高
行 

政
責
任
ハ
米
国
海
軍
軍
政
府
ノ
権
能
ニ
帰
属
シ
、
軍
政
長
官
ト
シ 

テ
本
官
ノ
監
督
下
ノ
部
下
指
揮
官
ニ
依
リ
行
使
サ
ル
。 

 

第
二
条 

日
本
帝
国
政
府
ノ
総
テ
ノ
行
政
権
ノ
行
使
ヲ
停
止
セ 

リ
。 

 

第
三
条 

全
住
民
ハ
本
官
又
ハ
部
下
指
揮
官
ノ
公
布
ス
ル
総
テ 

ノ
命
令
ヲ
敏
速
ニ
遵
守
シ
、米
国
軍
ニ
対
シ
敵
対
行
為
ヲ
為
サ
ズ
、 

且
ツ
不
穏
行
為
又
ハ
其
ノ
程
度
如
何
ヲ
問
ハ
ズ
治
安
ニ
妨
害
ヲ
及 

ボ
ス
行
動
ニ
出
ヅ
可
カ
ラ
ズ
、
如
可
ナ
ル
者
ト
イ
エ
ド
モ
本
条
ニ 

違
犯
シ
タ
ル
者
ハ
特
定
軍
事
法
廷
ニ
於
テ
定
罪
ノ
上
其
ノ
判
決
ニ 

従
ヒ
死
刑
又
ハ
罰
金
、
禁
錮
、
其
ノ
両
刑
又
ハ
其
ノ
刑
罰
ニ
処
セ 

ラ
ル
可
シ
。 

 

第
四
条 

本
官
ノ
職
権
行
使
上
其
必
要
ヲ
生
ゼ
ザ
ル
限
リ
居
住 

民
ノ
風
習
、
宗
教
、
信
仰
並
ニ
財
産
権
ヲ
尊
重
シ
、
現
行
法
規
ノ 

施
行
ヲ
持
続
ス
。 

 

第
五
条 

本
官
又
ハ
本
官
ノ
使
命
ニ
依
リ
解
除
サ
レ
タ
ル
者
ヲ 

除
ク
総
テ
ノ
官
庁
支
庁
及
ビ
町
村
又
他
ノ
公
共
事
業
関
係
者
並
ニ 

雇
庸
人
ハ
本
官
又
ハ
特
定
サ
レ
タ
ル
米
国
軍
士
官
ノ
命
令
ノ
下
ニ 

其
ノ
職
務
ニ
従
事
ス
可
シ
。 

 

第
六
条 
占
領
軍
ノ
命
令
ニ
服
従
シ
平
穏
ヲ
保
ツ
限
リ
居
住
民 

      

西
諸
島
ノ
全
島
嶼
ノ
行
政
統
轄
ニ
当
レ
リ
、
而
シ
テ
北
部
南
西
諸 

島
ノ
行
政
ハ
沖
縄
及
其
ノ
南
部
ニ
ア
ル
島
嶼
ト
分
離
シ
テ
設
立
ス 

ル
コ
ト
ヲ
適
当
ト
認
ム
、
故
ニ
茲
ニ
左
ノ
如
ク
命
令
ス 

 

一
、
米
国
海
軍
少
佐
ポ
ー
ル
・
エ
フ
・
ラ
イ
リ
ヲ
北
部
南
西
諸 

島
軍
政
府
官
ニ
任
命
シ
、
此
ノ
職
権
ヲ
以
テ
同
小
佐
ハ
北
部
南
西 

諸
島
ニ
於
ケ
ル
軍
政
ニ
関
ス
ル
総
テ
ノ
問
題
ニ
対
シ
本
官
ノ
代
理 

官
ト
ス
、
北
部
南
西
諸
島
ト
ハ
鳥
島
並
ビ
ニ
口
之
島
ヲ
含
ム
ト
カ 

ラ
群
島
、
奄
美
群
島
ノ
全
島
嶼
ヲ
指
ス
モ
ノ
ナ
リ
。 

 
 
 
 
 

南
西
諸
島
軍
政
副
長
官 

 
 
 
 
 

米
国
軍
海
兵
隊
大
佐 

シ
・
ア
イ
・
ム
レ 

 
 

米
国
海
軍
軍
政
府
、
北
部
南
西
諸
島
命
令
第
二
号 

 

北
部
南
西
諸
島
ノ
居
住
民
ニ
告
グ 

 

北
緯
三
十
度
以
南
ニ
ア
ル
南
西
諸
島
ハ
大
日
本
帝
国
政
府
ヨ
リ 

分
離
シ
テ
行
政
ヲ
行
ハ
レ
ツ
ツ
ア
リ
、
故
ニ
茲
ニ
左
ノ
如
ク
命
令 

ス 

 

一
、
大
島
郡
ニ
於
テ
従
前
大
日
本
帝
国
政
府
又
ハ
鹿
児
島
県
庁 

ニ
依
リ
施
行
セ
ラ
レ
タ
ル
全
政
治
権
能
及
ビ
活
動
ハ
今
後
南
西
諸 

島
米
国
海
軍
軍
政
ノ
統
轄
監
督
ニ
依
リ
大
島
支
庁
長
ノ
行
政
権
内 

ニ
置
ク
。 

 

二
、
本
命
令
及
ビ
布
告
第
一
ノ
Ａ
号
ニ
規
定
セ
ル
以
外
ニ
大
島 
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郡
ニ
於
テ
大
日
本
帝
国
政
府
又
ハ
鹿
児
島
県
庁
ニ
納
付
サ
ル
ベ
キ 

全
金
額
及
債
務
ハ
大
島
支
庁
ニ
納
付
ス
ベ
シ 

 
 
 
 
 
 

南
西
諸
島
軍
政
副
長
官 

 
 
 
 
 
 

米
国
海
兵
隊
大
佐
シ
・
ア
イ
・
ム
レ 

二 

米
軍
政
府
の
機
構 

 

奄
美
群
島
を
統
轄
し
た
軍
政
官
は
、
沖
縄
の
軍
政
本
部
よ
り
任 

命
さ
れ
た
。
派
遣
さ
れ
た
の
は
佐
官
級
で
、
は
じ
め
は
海
軍
少
佐 

で
あ
っ
た
が
、
後
に
軍
政
が
陸
軍
に
移
譲
さ
れ
る
と
中
佐
・
大
佐 

級
が
赴
任
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
下
に
こ
れ
を
補
佐
す
る
尉 

官
級
の
副
官
が
い
て
、
将
校
は
若
干
名
で
、
以
下
大
体
二
十
歳
代 

の
下
士
官
級
が
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
係
官
と
し
て
勤
務
し
て
い 

た
。
こ
の
ほ
か
二
世
の
通
訳
や
尉
官
級
の
法
務
官
・
軍
属
等
が
い 

た
。 

 

一
番
怖
れ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
Ｃ
・
Ｉ
・
Ｃ
と
称
す
る
情
報
官 

で
警
察
や
民
間
人
と
協
力
し
て
、
密
輸
や
思
想
・
政
治
運
動
・
集 

会
・
報
道
関
係
等
の
情
報
を
主
と
し
て
集
め
、
特
に
政
治
・
思
想 

問
題
の
取
り
締
ま
り
機
関
と
し
て
活
躍
し
た
。
こ
の
た
め
島
で
は 

ス
パ
イ
活
動
が
さ
か
ん
で
、
善
良
な
官
公
吏
や
一
般
民
が
あ
ら
ぬ 

      

い
と
ま
が
な
い
。 

歴
代
軍
政
官
氏
名 

         

三 

臨
時
北
部
南
西
諸
島
政
庁
の
誕
生 

 

三
月
に
軍
政
が
施
行
さ
れ
て
以
来
半
年
、
支
庁
で
は
種
々
の
機 

構
改
革
を
行
っ
て
き
た
が
、
十
月
三
日
「
大
島
支
庁
」
の
名
称
を 

変
更
し
て
「
臨
時
北
部
南
西
諸
島
政
庁
」
と
呼
称
す
る
こ
と
と
な 

り
、
同
時
に
支
庁
長
は
知
事
、
次
長
を
副
知
事
と
称
す
こ
と
と 

な
っ
た
。こ
こ
に
久
し
く
郡
民
が
呼
び
な
れ
て
い
た「
大
島
支
庁
」 

の
名
称
は
廃
さ
れ
、
鹿
児
島
県
の
出
先
機
関
で
は
な
く
な
り
、
ま
た 

こ
と
を
密
告
さ
れ
て
、
軍
政
府
の
嫌
疑
を
う
け
、
迷
惑
を
こ
う
む 

る
事
件
が
し
ば
し
ば
起
き
た
。
Ｃ
・
Ｉ
・
Ｃ
の
活
動
は
そ
れ
の
み 

な
ら
ず
、軍
政
府
部
内
の
軍
人
・
軍
属
の
行
動
に
も
目
を
光
ら
せ
、 

悪
辣ら

つ

な
者
に
対
し
て
は
、
素
行
を
調
査
の
上
、
本
部
へ
情
報
を
送 

り
、
沖
縄
に
召
換
さ
せ
た
。 

 

こ
の
ほ
か
、
都
民
の
生
活
を
左
右
す
る
食
糧
・
復
興
資
材
を
あ 

ず
か
る
補
給
官
や
文
教
関
係
に
た
ず
さ
わ
る
教
育
官
等
が
い
た 

が
、
い
ず
れ
も
尉
官
級
の
将
校
で
あ
っ
た
。 

 

来
島
し
た
米
国
軍
人
の
中
に
は
、
い
ろ
い
ろ
の
タ
イ
プ
の
軍
人 

が
い
た
。
酔
っ
た
勢
い
で
深
夜
に
、
公
用
だ
と
称
し
て
中
江
知
事 

を
軍
政
府
宿
舎
に
呼
び
出
し
、
四
ツ
這
い
に
は
わ
せ
て
興
に
ふ 

け
っ
た
酒
乱
の
シ
ー
ル
ス
軍
政
官
。
英
語
会
話
の
普
及
や
教
育
施 

設
の
た
め
に
私
財
を
投
じ
た
り
、
病
母
と
幼
い
妹
を
か
か
え
ア 

ル
バ
イ
ト
を
し
な
が
ら
無
事
に
小
学
校
を
卒
業
し
た
児
童
、
南
直 

美
子
さ
ん
を
た
た
え
て
晴
衣
を
与
え
、
激
励
し
て
や
っ
た
ブ
リ
ッ 

ジ
教
育
官
。
愛
人
と
の
恋
に
お
ぼ
れ
て
公
私
を
混
同
し
て
し
ま
っ 

た
補
給
官
ジ
ャ
コ
ブ
ソ
ン
。
島
の
娘
と
愛
の
ロ
マ
ン
ス
で
結
ば
れ 

た
軍
属
シ
ー
ハ
ン
、
日
本
語
を
じ
ょ
う
ず
に
使
い
こ
な
し
た
ミ
ル 

ス
法
務
官
、
そ
れ
に
巨
漢
レ
ー
ト
ン
氏
等
々
。
分
離
期
間
中
の
ア 

メ
リ
カ
軍
人
の
行
状
記
は
、
わ
れ
わ
れ
の
記
憶
だ
け
で
も
枚
挙
に 

      

奄
美
全
島
に
お
け
る
政
治
機
能
お
よ
び
活
動
は
知
事
の
行
政
権
内 

に
お
か
れ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
行
政
上
で
は
あ
た
か
も
一
国
の
形
体
を
整
え
た 

の
で
あ
っ
た
が
、
自
治
権
は
与
え
ら
れ
ず
、
知
事
は
監
督
機
関
で 

あ
る
軍
政
府
の
政
策
命
令
に
従
い
、
政
庁
は
軍
政
命
令
に
よ
っ
て 

そ
の
政
策
を
代
行
す
る
機
関
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
。 

 

知
事
は
、
軍
政
府
が
こ
れ
を
任
命
す
る
。
知
事
は
、
軍
政
府
の 

政
策
命
令
に
従
い
、
管
下
の
諸
官
署
を
督
励
し
て
適
当
に
こ
れ
を 

実
施
遂
行
す
る
様
直
接
そ
の
責
任
を
負
う
も
の
で
あ
る
。 

 

知
事
は
、
軍
政
府
長
官
の
認
可
を
得
て
、
官
吏
・
部
長
・
委
員 

等
を
任
命
す
る
機
能
を
有
す
る
。 

 

奄
美
に
対
す
る
行
政
の
内
容 

 

1 

戦
災
を
こ
う
む
れ
る
財
産
及
び
諸
機
関
の
実
際
的
復
旧
。 

 

2 

保
健
衛
生
の
向
上
。 

 

3 

自
治
社
会
の
早
急
な
る
確
立
。 

 

4 

健
全
な
る
経
済
政
策
の
樹
立
。 

 

5 

本
部
の
特
殊
事
情
と
環
境
に
適
し
、
し
か
も
右
記
諸
目
的 

 
 
 

の
早
急
な
る
達
成
に
役
立
つ
教
育
制
度
の
確
立
。 

 

6 

民
主
警
察
の
確
立
と
法
律
の
改
正
。 

 

7 

健
全
な
る
金
融
制
度
の
確
立
。 

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 代 

陸
軍
大
佐 

陸
軍
大
佐 

陸
軍
大
佐 

陸
軍
中
佐 

陸
軍
少
佐 

陸
軍
大
佐 

陸
軍
大
佐 

陸
軍
中
佐 

陸
軍
少
佐 

陸
軍
少
佐 

陸
軍
中
佐 

海
軍
少
佐 

海
軍
少
佐 

階
級 

ホ
ワ
ー
ド
・
Ｈ
・
デ
ヴ
ィ
ス 

ウ
ィ
ル
ソ
ン
・
ポ
ー
タ
ー
ジ
ュ
ニ
ア 

レ
イ
モ
ン
ド
・
Ｃ
・
バ
ー
ロ
ー 

ラ
バ
ッ
ト
・
Ｍ
・
シ
ー
ル
ス 

ロ
ッ
ク
ウ
ェ
ル
・
Ａ
・
デ
ヴ
ィ
ス 

レ
イ
モ
ン
ド
・
Ｃ
・
バ
ー
ロ
ー 

ヒ
ュ
ー
・
Ｄ
・
ア
デ
ア 

ヘ
ン
リ
ー
・
Ｂ
・
ジ
ョ
セ
フ 

フ
レ
ッ
ド
・
Ｍ
・
ラ
ブ
リ
ー 

カ
ー
ル
・
Ｂ
・
ロ
ー
タ
ー
バ
ー
ク 

ロ
ス
・
Ｈ
・
セ
ン
ト
ク
レ
ア 

ジ
ョ
ン
・
Ａ
・
ポ
ー
タ
ー 

ポ
ー
ル
・
Ｆ
・
ラ
イ
リ
ー 

氏 
 
 
 

名 

一
九
五
二
・ 

一
九
五
一
・
一
一 

一
九
五
〇
・ 

八 

一
九
五
〇
・ 

七 

一
九
五
〇
・ 

七 

一
九
四
九
・
一
〇 

一
九
四
八
・ 

八 

一
九
四
七
・ 

五 

一
九
四
六
・
一
一 

一
九
四
六
・
一
一 

一
九
四
六
・ 

六 

一
九
四
六
・ 

四 

一
九
四
六
・ 

三 

着
任
年
月 
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8 

出
版
自
由
の
限
界
。 

 
9 

信
教
自
由
の
限
界
。 

な
ど
で
あ
る
。 

  

機
構
改
編
の
概
略 

一
九
四
八
年
（
昭
和
二
十
三
） 

四
月 

与
論
に
警
察
署
新
設
（
署
長
・
林
道
春
） 

 

十
一
月 

中
央
企
業
免
許
局
設
置 

一
九
四
九
年
（
昭
和
二
十
四
） 

 

三
月 

通
信
部
工
務
課
は
有
線
工
事
局
と
無
線
工
事
局
に
改
編 

 
 
 

改
称 

 

四
月 

大
島
高
等
学
校
設
置
（
三
部
に
改
編
、
校
長
・
泉
有
平
） 

 

六
月 

庁
内
機
構
改
革
、
一
局
十
部
三
十
七
課
に
改
編 

 

九
月 

労
務
課
新
設 

 

十
月 

一
九
四
八
年
一
月
、
指
令
第
六
号
に
よ
り
、
琉
球
列
島 

 
 
 

米
穀
生
産
土
地
開
拓
庁
大
島
連
絡
所
を
、
中
之
島
お
よ
び 

 
 
 

伊
仙
に
設
置 

 

十
二
月 

軍
政
府
指
令
第
六
号
に
よ
り
、
琉
球
農
林
省
が
設
置 

 
 
 

さ
れ
、
全
琉
の
食
糧
・
農
業
・
水
産
資
材
等
の
保
管
取
り 

扱
い
配
給
な
ら
び
に
農
業
・
水
産
・
林
業
の
諸
計
画
の
樹 

      

日
常
生
活
に
施
行
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
本
土
な
み
に
改
訂
し
よ 

う
と
い
う
の
が
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。幸
い
要
求
は
き
き
い
れ
ら
れ
、 

一
九
四
七
年
六
月
軍
政
府
指
令
第
二
十
一
号
を
も
っ
て
認
可
さ
れ 

た
。 

 

委
員
会
は
、
委
員
二
十
六
名
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
の
う
ち 

知
事
任
命
の
委
員
五
名
、
各
市
町
村
か
ら
の
選
出
委
員
が
二
十
一 

名
で
あ
り
、
沖
永
良
部
か
ら
は
、
和
泊
町
長
東
仲
一
氏
・
知
名
町 

長
藤
村
前
吉
氏
選
出
任
命
さ
れ
て
い
る
。 

 

日
本
の
旧
法
の
う
ち
、
人
民
を
圧
迫
し
て
い
る
悪
法
の
撤
廃
、 

な
ら
び
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
法
の
復
活
に
関
す
る
進
言
を
な
す 

こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
も
行
政
法
・
刑
法
等
と
い
う
面
に
専
念
す
る 

よ
う
軍
政
官
か
ら
要
望
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
そ
の
範
囲
は
限 

定
さ
れ
、
立
法
機
関
で
は
あ
る
が
、
新
し
い
法
律
を
つ
く
る
こ
と 

の
で
き
な
い
一
種
の
奇
形
児
的
存
在
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
郡 

民
の
中
に
は
、
郡
議
会
設
置
の
一
日
も
早
か
ら
ん
こ
と
を
切
望
す 

る
声
が
膨
湃
と
し
て
起
こ
っ
た
。 

 

設
置
以
来
満
四
年
会
を
重
ね
て
、
一
九
五
〇
年
十
月
、
群
島
議 

会
の
誕
生
と
と
も
に
、
発
展
的
解
消
を
し
た
。 

  

立
・
実
行
管
理
は
、
す
べ
て
琉
球
農
林
省
に
権
限
を
移
管 

し
た
。 

一
九
五
〇
年
（
昭
和
二
十
五
） 

 

四
月 

琉
球
郵
政
庁
設
置
に
よ
り
、
政
庁
管
下
の
す
べ
て
の
郵 

 
 
 

政
機
関
は
琉
球
郵
政
庁
に
移
管
。 

 
 
 

琉
球
農
林
省
大
島
支
部
設
置
。 

 
 
 

琉
球
列
島
米
穀
生
産
土
地
開
拓
庁
大
島
連
絡
所
は
、
農
地 

 
 
 

課
に
吸
収
。
林
務
係
は
、
琉
球
農
林
省
林
野
庁
大
島
支
庁 

 
 
 

営
林
所
・
徳
之
島
営
林
所
と
な
る
。 

 

七
月 

庁
内
の
機
構
改
革
、
八
部
二
局
三
十
一
課
三
所
。 

 

九
月 

奄
美
群
島
公
選
知
事
立
候
補
の
た
め
、
中
江
知
事
・
笠 

 
 
 

井
副
知
事
両
氏
と
も
現
職
を
辞
任
、
行
政
法
務
部
長
吉
田 

 
 
 

嘉
氏
が
臨
時
知
事
に
任
ぜ
ら
れ
た
。 

 

十
一
月 

臨
時
北
部
南
西
諸
島
政
庁
解
消
、
奄
美
群
島
政
府
誕 

 
 
 

生
す
。 

四 

法
制
改
訂
委
員
会 

 

法
制
改
訂
委
員
会
は
、
二
・
二
宣
言
に
よ
っ
て
奄
美
群
島
が
日 

本
本
土
か
ら
分
離
さ
れ
、
戦
前
の
法
令
が
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て 

 

834 835 


